
　被害者５９人のうち３５人が亡くなった。「命あるうちに解決を」の願いはかなわなかった。国は上

告することなく、今回の判決内容を軸に被害者全員の救済に動いてもらいたい。

（朝日新聞 2013 年 12 月 26 日朝刊・社説）

　健康被害の救済を重視して、国の不作為責任を認めた2004 年の筑豊じん肺訴訟の最高裁判決に沿う

当然の判決だ。････今回の判決で国が上告すれば、相反する二つの判断について最高裁で審理が続く。

だが、原告の元従業員59 人は石綿肺による呼吸障害や石綿関連がんの中皮腫に苦しみ、半数以上が死

亡している。最高裁の判断を待っていては遅い。国は判決を受け入れ、早期救済に動くべきだ。

（毎日新聞 2013 年 12 月 30 日社説）

　石綿の被害は発症までの潜伏機関が長く、高度経済成長期の「負の遺産」が今になって表面化してい

る。泉南訴訟の被害者の半数以上が既に亡くなり、高齢化した生存原告も重い病気に苦しんでいる。国

は、早期解決を求める原告らの声に耳を傾けるべきだ。（朝日新聞 2013 年 12 月 26 日朝刊・社会面）

吉村良一・立命館大学院教授（環境法）のコメント

　「筑豊じん肺の訴訟などの判例に沿い、国の責任を一審判決より厳しく指摘した。濃度規制を怠った

責任などにも踏み込んだのは適切な判断だ。

　上告中の一陣訴訟にもプラスに影響するだろう。この集団訴訟で、国の責任を否定したのは一陣の控

訴審判決だけとなり、最高裁で破棄されるべきだというメッセージになったとも言える。」

（毎日新聞 2013 年 12 月 26 日朝刊・社会面）

村山武彦・東京工業大学教授（リスク管理論）のコメント

　「１陣の控訴審判決は、国の厳格な規制は『産業社会の発展を阻害しかねない』としたが、今回は原

因と責任に焦点をあて、排気装置の設置を義務付けるべきとする時期を１審より早めた。当時の科学的

知見や技術水準などを丁寧に検証しており、司法の良心を感じる判決だ。

（読売新聞 2013 年 12 月 26 日朝刊・社会面）

木野　茂・立命館大学教授（環境学）のコメント

　「技術的、医学的観点から詳細に分析すれば国側の責任は明らか。財政負担の問題はあるが、国には

説明責任を含めた政治的判断が求められる」　　　　　　　　　（日本経済新聞2013年 12月 26日）

　まさに２５日の判決は原告側と国の双方が主張、立証を尽くしたうえで出されたものだ。国の主張を

完膚なきまでに退けた内容からすれば、被害者救済の方向性はより強まったといっていいだろう。

　石綿関連疾患は発症まで数十年かかることもあり、いったん発症すれば病状の進行を止めるのは難し

い。第１陣と第２陣の提訴後に亡くなった原告被害者はすでに１２人に上る。全面解決に向け、国は待っ

たなしで対策に取り組むべきだ。　　　　　　　　　　（産経新聞 2013 年 12 月 26 日朝刊・社会面）

マスコミ・識者から早期解決の声




